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平成２６年９月２４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２６年（行ケ）第１００１２号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２６年８月６日 

判    決 

原 告             エイジデザイン株式会社              

訴訟代理人弁理士             横 井 敏 弘              

被 告                   Ｘ 

主    文 

１ 特許庁が無効２０１３－８０００８５号事件について平成２５年１

２月２日にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

 主文第１項と同旨 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等 

 被告は，平成１５年４月７日，発明の名称を「絵文字形成皿」とする発明

について特許出願（特願２００３－１３３７６４号。以下「本件出願」とい

う。）をし，平成２２年４月９日，特許第４４８７２７９号（請求項の数２。

以下「本件特許」という。）として特許権の設定登録（甲２１）を受けた。 

 原告は，平成２５年５月１５日，本件特許（請求項１及び２）に対して特

許無効審判を請求した。 

 特許庁は，上記請求を無効２０１３－８０００８５号事件として審理を行

い，同年１２月２日，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決（以下

「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１２日原告に送達された。 

 原告は，平成２６年１月１０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
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起した。 

２ 特許請求の範囲の記載 

 本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，次のとおりである（以

下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項２に係る発明を「本件発明

２」という。）。 

「【請求項１】 

食事用の皿であって，皿に注いだ液体調味料の流動と停滞により，液体調味料

または皿の一部が，絵柄または文字を形成するように，皿の上面に凹凸部を設

けて構成し，前記絵柄または文字が，前記液体調味料を多く注ぐに従って変形

するように，前記凹凸部を立体的に形状変更して形成することを特徴とする絵

文字形成皿。 

【請求項２】 

前記凹凸部以外の皿上面の前記凸部と同じ高さの部位に丘陵帯を設けることを

特徴とする請求項１に記載の絵文字形成皿。」 

３ 本件審決の理由の要旨 

 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）（以下，単に「別紙」という。）

記載のとおりである。要するに，原告が本件発明１及び２について主張した

次の無効理由１ないし３について，①本件発明１は，甲１ないし７に記載さ

れたものから当業者が容易に発明をすることができたものではなく，また，

本件発明１の発明特定事項をその構成の一部とする本件発明２は，同様の理

由により，当業者が容易に発明をすることができたものではないから，無効

理由１は理由がない，②甲８，１２，１６は本件出願前に頒布された刊行物

ではないので，本件発明１と甲９，１０，１１，１３ないし１５，１７を対

比検討すると，甲９，１０，１１，１３ないし１５，１７には，本件発明１

の発明特定事項の一部である「絵柄または文字が，液体調味料を多く注ぐに

従って変形するように，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成した」
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ことが記載されていないから，本件発明１は，本件出願前に頒布された刊行

物である甲８ないし１７に記載された発明ではなく，また，本件発明１の発

明特定事項をその構成の一部とする本件発明２は，同様の理由により，本件

出願前に頒布された刊行物である甲８ないし１７に記載された発明ではない

から，無効理由２は理由がない，③仮に甲８ないし１７記載の皿自体が本件

出願前に公然実施されたものであったとしても，本件発明１の発明特定事項

の一部である「絵柄または文字が，液体調味料を多く注ぐに従って変形する

ように，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成した」構成を備えて

いないから，本件発明１は，本件出願前に公然実施された発明ではなく，ま

た，本件発明１の発明特定事項をその構成の一部とした本件発明２は，同様

の理由により，本件出願前に公然実施された発明ではないから，無効理由３

は理由がないというものである。 

（無効理由１） 

 本件発明１及び２は，本件出願前に頒布された刊行物である甲１ないし７

に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたもので

あり，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるか

ら，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。 

（無効理由２） 

 本件発明１及び２は，本件出願前に頒布された刊行物である甲８ないし１

７に記載された発明と同一の発明であり，本件特許は，特許法２９条１項３

号の規定に違反してされたものであるから，同法１２３条１項２号に該当し，

無効とすべきものである。 

（無効理由３） 

 本件発明１及び２は，本件出願前に公然実施された甲８ないし１７記載の

皿と同一の発明であり，本件特許は，特許法２９条１項２号の規定に違反し

てされたものであるから，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきも
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のである。 

 甲１ないし１７は，以下のとおりである。 

甲１  「九谷彩磁器」（表紙，２１，２２，２９，３０頁）（１９９４年

発行） 

甲２  「総合カタログ No.7 KUTANI COLLECTION」（表紙，９４，９５頁）

（１９９４年発行） 

甲３   稲垣揚平作成の「流動と停滞による絵柄の変化実験について」と

題する書面 

甲４  「現代日本の陶芸第十二巻 用のデザイン」（表紙，２９，１１１

頁）（昭和５８年７月１５日発行） 

甲５  「備前焼大鑑 古備前から現代まで」（表紙，「作品１２６，１３

８，１３９」の掲載頁）（昭和５５年９月２５日発行） 

甲６  「中国の陶磁 第三巻 三彩」（表紙，「作品２４，２５，８７，

８８」の掲載頁）（１９９５年９月１９日発行） 

甲７  「現代日本の陶芸第四巻 現代陶芸の旗手」（表紙，７８頁）（昭

和５７年１１月１０日発行） 

甲８  「鍋島」（表紙，１６６，１６７，１７２ないし１７５頁）（２０

０５年２月１９日発行） 

甲９  「歴代柿右衛門」（表紙，１７頁）（２００２年１２月１５日発行） 

甲１０ 「中国の陶磁 第十巻 明末清初の民窯」（表紙，「作品４９～５

１」の掲載頁）（１９９７年９月１８日発行） 

甲１１ 「九谷名品図録」（表紙，７１頁）（平成１２年３月３１日発行） 

甲１２ 「将軍と鍋島・柿右衛門」（１１６，１１７頁）（平成１９年９月

１５日発行） 

甲１３ 「中国の陶磁 第十一巻 清の官窯」（表紙，「作品５３，５４，

５５，５６」の掲載頁）（１９９６年１１月２５日発行） 
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甲１４ 「中国の陶磁 第五巻 白磁」（表紙，「作品５５，５６」の掲載

頁）（１９９８年９月１７日発行） 

甲１５ 「中国の陶磁 第十二巻 日本出土の中国陶磁」（表紙，「作品５

３，５４」の掲載頁）（１９９５年９月１９日発行） 

甲１６ 「耀州窯瓷」（表紙，１８，１９，３２ないし３５頁）（２００４

年３月５日発行） 

甲１７ 「現代日本の陶芸第七巻 伝統と創造の意匠Ｉ」（１１１頁）（昭

和５９年３月１５日発行） 

 本件審決が認定した甲１記載の「皿Ａ」（３０頁に「窯１－２５５ ５．

７号 向付揃 染付つる草（径１７ｃｍ・木箱入）」として掲載されたもの。

以下同じ。）に係る発明（以下「引用発明」という。），本件発明１と引用

発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。 

（引用発明） 

 「扇縁形状の向付であって，向付の底面に凹凸部を有し，注いだ液体調味

料の流動と停滞により，液体調味料を多く注ぐに従って，その表面形状は，

点形状から概略向付の長手方向に沿った両端部に突出部を有する形状に変形

する向付」 

（本件発明１と引用発明の一致点） 

 「食事用の皿であって，皿に注いだ液体調味料の流動と停滞により，液体

調味料または皿の一部が，所定の形状を形成するように，皿の上面に凹凸部

を設けて構成した皿。」である点。 

（本件発明１と引用発明の相違点） 

 本件発明１では，絵柄または文字が，液体調味料を多く注ぐに従って変形

するように，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成したのに対し，

引用発明では，所定の形状である点形状，概略皿の長手方向に沿った両端部

に突出部を有する形状が，液体調味料を多く注ぐに従って変形するように，
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皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成したか否か不明な点。 

第３ 当事者の主張 

 １ 原告の主張 

 取消事由１（本件発明１の進歩性の判断の誤り） 

 本件審決は，本件発明１の無効理由１について，本件発明１は甲１ないし

７に記載されたものから，当業者が容易に発明をすることができたものでは

ないと判断したが，以下に述べるとおり，本件審決は，引用発明（甲１記載

の皿Ａに係る発明）の認定などを誤った結果，本件発明１の進歩性の判断を

誤ったものであるから，取り消されるべきである。 

ア 本件審決は，①本件発明１における「『絵柄または文字』の変形は，使

用する者に，驚きや楽しみを与えることができるよう，確実に認識できる

必要がある」から，本件発明１の「皿の上面に凹凸部を設けて」の構成に

おける「皿の上面の凹凸部」は，皿の上面に形成される単なる凹凸部では

なく，液体調味料を多く注ぐに従い，「絵柄または文字」の変形が，使用

する者により確実に認識できるように立体的に形状変更して形成された

ものというべきである，②甲１記載の皿Ａについて，外縁は扇縁形状であ

り，底面にはわずかであるが凹凸部を有しているとした上で，皿Ａに液体

調味料を注ぐ実験結果（甲３）に示された「液体調味料の表面形状は底面

の凹凸部によるものではなく外縁形状によるもの」であり，また，その「液

体調味料の表面形状」の変形は，「使用する者に，驚きや楽しみを与える

ことができるよう，確実に認識できる変形とはいいがたく，本件発明１に

おける皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成したことによるも

のであるとはいえない」から，本件発明１の「絵柄または文字が，液体調

味料を多く注ぐに従って変形するように，皿の上面の凹凸部を立体的に形

状変更して形成した」との構成を備えていないとして，この点を本件発明

１と引用発明の相違点と認定した。 
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 しかしながら，まず，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，

本件発明における「皿の上面」にいう「上面」の意義について規定した記

載はない。一般に，皿の内側面がゆるやかに傾斜し，その「底面」（皿の

内側の面のうち，略水平な低位の面）と「内側面」（最外縁に向けてかけ

上がる傾斜面）との境界が不明確な皿が少なくないから，皿の「上面」を

議論する際には，「底面」と「内側面」とを厳格に区別して評価すべきで

はない。 

 したがって，本件審決が，本件発明における「皿の上面」にいう「上面」

が皿の「底面」を意味することを前提に，甲１記載の皿Ａについて，「底

面」の凸凹部のみに直目し，「内側面」の凸凹部を考慮することなく，引

用発明が相違点に係る本件発明１の構成を備えていないと認定したのは誤

りである。 

 次に，本件審決は，本件発明１の「絵柄または文字」の変形は，「使用

する者に，驚きや楽しみを与えることができるよう，確実に認識できる必

要がある」と認定したが，請求項１は，停滞する場所の立体形状によって

流体の外形が変形するという物理的現象に着目した皿を発明として特定し

ているだけであって，使用者に対してどのような感情を抱かせるかという

仕組みを定義しているわけではないから，本件審決の上記認定には，「驚

きや楽しみを与える」という概念を導入している点において誤りがある。 

 そして，甲１記載の皿Ａの凸凹部は，甲２０に示すように，３～６ｍｍ

程度の高さであり，本件出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含め

て，「本件明細書」という。甲１８）に記載された凹凸（例えば，図面で

表された等高線は２ｍｍ，４ｍｍ及び６ｍｍである）と比較して，特段低

いものではない。また，甲１記載の皿Ａは，甲３に示すように，その立体

形状によって，液体（醤油）の外形を，確実に認識できる状態で変形させ

ているのは明らかである。 
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 したがって，本件審決が，甲１記載の皿Ａについて，「底面にはわずか

であるが凹凸部を有している」と認定した上で，「液体調味料の表面形状」

の変形が「確実に認識できる変形とはいいがた」いと認定したのは，いず

れも誤りである。 

 以上のとおり，本件審決には，引用発明（甲１記載の皿Ａに係る発明）

の認定に誤りがあり，ひいては本件発明１と引用発明の相違点の認定にも

誤りがある。 

イ 本件審決における甲１記載の「皿Ｂ」（２１頁に「窯１－１５８ ３号

小鉢 揃 染付花紋（径９ｃｍ・木箱入）」として掲載されたもの。以下

同じ。），甲２記載の「皿Ｃ」（９５頁に「Ｎｏ７－５４９ 松花堂 揃

・雅（箱付き２４cm・化粧箱入）」として掲載された「松花堂弁当箱と４

つの小鉢」のうち，黄色の小鉢。以下同じ。）及び甲５記載の「皿Ｅ」（作

品１２６の「備前額形平鉢（高さ６．３cm，左右３１．４cm）」として掲

載されたもの）の認定についても，甲１記載の皿Ａと同様の認定の誤りが

ある。 

ウ 以上のとおり，本件審決は，引用発明の認定などを誤り，その結果，本

件発明１の進歩性の判断を誤ったものである。 

 取消事由２（甲１４の対比判断の欠如による本件発明１及び２の新規性の

判断の理由不備） 

 本件審決は，本件発明１についての無効理由２の判断の「イ 結論」の項

において，「甲第１３号証～甲第１５号証」として「甲第１４号証」を引用

し，その上で，本件発明１は甲１４に記載された発明ではない旨判断し，同

様の理由により，本件発明１の発明特定事項をその構成の一部とする本件発

明２も，甲１４に記載された発明ではない旨判断した。 

 しかしながら，本件審決の「ア 対比・判断」の項には，甲１４に関する

「対比・判断」の記載がなく，本件審決は，甲１４に記載された発明と本件
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発明１とを「対比・判断」することなく，本件発明１は甲１４に記載された

発明ではないとの結論のみを述べたものである。 

 したがって，本件審決の上記判断は妥当でないから，本件審決は，取り消

されるべきである。 

２ 被告の主張 

 取消事由１に対し 

ア 本件発明１は，立体的な絵文字形成皿の発明であるから，本件発明１が

本件出願前に頒布された刊行物に記載された発明であるというためには，

当該刊行物において，立体形状を理解するために，三面図と鳥瞰図（又は

３Ｄレンダリング）に相当する三次元測定データか，諸寸法（断面図や等

高線図など）のデータの併記があることが必須である。 

 しかしながら，原告が挙げる甲１ないし７には，それらの必須データの

記載が皆無であるため，甲１ないし７記載のものについて，いずれも三次

元形状の評価ができない。 

 したがって，本件審決が，甲１記載の皿Ａが，本件発明１の「絵柄また

は文字が，液体調味料を多く注ぐに従って変形するように，皿の上面の凹

凸部を立体的に形状変更して形成した」構成を備えていない点を相違点と

認定し，上記の相違点に係る本件発明１の構成が甲１記載の皿Ｂ，甲２（皿

Ｃ）ないし７のいずれにも記載されていないと認定したことに誤りはなく，

また，本件発明１は甲１ないし７に記載されたものから当業者が容易に発

明をすることができたものではないとした判断にも誤りはない。 

イ 甲１記載の皿Ａ，皿Ｂ，甲２記載の皿Ｃを個別的にみると，まず，皿Ａ

は，起立した外縁形状が扇形のいわゆる「半開扇・向付」であり，仮に容

器一杯まで醤油を注げば，当然のごとく扇形になるが，更なる変形は見込

めない上に，あふれる寸前では醤油をつけられず，途中の形状は不明であ

る。 
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 したがって，本件審決が，引用発明では「変形するように，皿の上面の

凹凸部を立体的に形状変更して形成したか否か不明な点」を本件発明１と

の相違点と認定したことに誤りはない。本件審決において，原告が指摘す

る甲１記載の皿Ａの「内側面」の形状が考慮されていないのではなく，特

段の造形構成も絵柄になる作用もないとしたものである。そもそも，「お

造り」等を涼しげに盛る縁起ものの皿Ａに，醤油をなみなみと注ぐのは，

愚行である。 

 次に，甲１記載の皿Ｂは，いわゆる「ダイヤ型・小鉢」等と呼ばれるも

のであり，単なる多面体造形の薄肉磁器である。本件審決は，原告が指摘

する「内側面」の形状に起因する形状変更を除外しているのではなく，五

角形の大きな内底面からほぼ鉛直に起立する多角形の内側面による形状構

成は，コーヒーカップ内のコーヒーが当然のごとくカップ形状になるだけ

の変容にすぎず，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成されるも

のではないとしたものである。 

 したがって，皿Ｂから相違点に係る本件発明１の構成は把握できないと

した本件審決の認定に誤りはない。 

 さらに，甲２記載の皿Ｃは，松花堂弁当（松竹梅）の梅鉢のようである

が，梅は小さな染付だけで，容器一杯まで液体を注いでも波縁状の外縁に

よる液体の変形が現出直後に液体はあふれてしまうため，梅の花の凹凸造

形ともいえない。また，皿Ｃは，皿Ａ，Ｂと同様に，液溜めの中央域にお

ける明確な造形がなく，器の表と裏が均一な厚さで構成できる一般的な薄

肉磁器製小鉢にすぎない。 

 したがって，皿Ｃから相違点に係る本件発明１の構成は把握できないと

した本件審決の認定に誤りはない。 

ウ 本件明細書の発明の詳細な説明の記載を総合すれば，本件発明１におけ

る「使用する者に，驚きや楽しみを与えることができるよう」にするとい
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う作用は，個人差があるのは当然であるが，その作用こそが，本件発明１

の第１目的であるといえるものであるから，本件審決が，本件発明１の効

果である「料理や環境にマッチした絵柄や文字の変化を，驚きと共に楽し

むこと」を考慮すれば，本件発明１における，液体調味料または皿の一部

により形成される「絵柄または文字」の変形は，使用する者に，驚きや楽

しみを与えることができるよう，確実に認識できる必要があると認定した

ことに誤りはない。 

エ 以上のとおり，本件発明１は甲１ないし７に記載されたものから当業者

が容易に発明をすることができたものではないとした本件審決の判断に誤

りはないから，原告主張の取消事由１は理由がない。 

 取消事由２に対し 

 本件審決では，１７頁から始まる本件発明１と甲号各証との対比において，

「甲第１３号証～甲第１５号証」について検討している中で，１８頁におけ

る「甲第１４号証」についての対比検討が欠落しているとも推測できるが，

「甲第１４号証」は，証拠群の中でも最も造形が不明な上に，その構成が本

件発明１とは異質の辟易させられるレベルの作品であるため，甲１３，１５，

１７等と同様に「…皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成したとは

いえない」と断定できる。 

 したがって，「甲第１４号証」が本件発明１の発明特定事項の一部を備え

ていないとした本件審決の判断自体に誤りはないから，原告主張の取消事由

２は理由がない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 取消事由２（甲１４の対比判断の欠如による本件発明１及び２の新規性の判

断の理由不備）について 

 本件の事案の内容に鑑み，まず，原告主張の取消事由２から判断する。 

 原告は，本件審決は，本件発明１についての無効理由２の判断に際し，「イ 
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結論」の項において，「甲第１３号証～甲第１５号証」として「甲第１４号

証」を引用し，その上で，本件発明１は甲１４に記載された発明ではない旨

判断し，同様の理由により，本件発明１の発明特定事項をその構成の一部と

する本件発明２も，甲１４に記載された発明ではない旨判断したが，「ア 対

比・判断」の項には，甲１４に関する「対比・判断」の記載がなく，本件審

決は，甲１４に記載された発明と本件発明１とを「対比・判断」することな

く，本件発明１は甲１４に記載された発明ではないとの結論のみを述べたも

のであるから，本件審決の上記判断は妥当でなく，本件審決は，取り消され

るべきである旨主張する。 

ア そこで検討するに，前記第２の３のとおり，原告は，本件審判において，

無効理由２として，本件発明１及び２は，本件出願前に頒布された刊行物

である甲８ないし１７に記載された発明と同一の発明であり，本件特許は，

特許法２９条１項３号の規定に違反してされたものであるから，同法１２

３条１項２号に該当し，無効とすべきものである旨主張した。 

 そして，本件審決は，別紙記載のとおり，「第６ 当審の判断」の「２ 

 無効理由２の判断」の項において，「Ａ 本

件発明１」について，次のとおり判断した。 

 「本件発明１に係る出願は，平成１５年４月７日（２００３年４月７

日）に特許出願されたものであるが，甲第８号証は２００５年２月１９

日発行であり，甲第１２号証は平成１９年９月１５日発行であり，甲第

１６号証は２００４年３月５日発行であるから，甲第８号証，甲第１２

号証，甲第１６号証については本件出願前に頒布された刊行物ではない。 

したがって，甲第９号証，甲第１０号証，甲第１１号証，甲第１３号証

～甲第１５号証，１７号証について，本件発明１と対比検討する。」（１

６頁３４行～１７頁５行） 

 「ア 対比・判断 
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 本件発明１は，「食事用の皿であって，皿に注いだ液体調味料の流動

と停滞により，液体調味料または皿の一部が，絵柄または文字を形成す

るように，皿の上面に凹凸部を設けて構成し，前記絵柄または文字が，

前記液体調味料を多く注ぐに従って変形するように，前記凹凸部を立体

的に形状変更して形成することを特徴とする絵文字形成皿。」であるが，

まず，無効理由１で検討した本件発明１の発明特定事項の一部である「絵

柄または文字が，液体調味料を多く注ぐに従って変形するように，皿の

上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成した」ことが，前記甲各号証

に記載されているかどうか検討する。 

 甲第９号証には，…本件発明１の発明特定事項の一部を備えていない。 

甲第１０号証には，…したがって，甲第１０号証の皿は，いずれも本件

発明１の発明特定事項の一部を備えていない。 

 甲第１１号証には，…したがって，甲第１１号証の皿は，本件発明１

の発明特定事項の一部を備えていない。 

 甲第１３号証には，…したがって，甲第１３号証の皿は，いずれも本

件発明１の発明特定事項の一部を備えていない。 

 甲第１５号証には，…したがって，甲第１５号証の皿は，本件発明１

の発明特定事項の一部を備えていない。 

 甲第１７号証には，…したがって，甲第１７号証の皿は，本件発明１

の発明特定事項の一部を備えていない。」（１７頁６行～１８頁末行） 

 「イ 結論 

 以上の検討により，甲第９号証，甲第１０号証，甲第１１号証，甲第

１３号証～甲第１５号証，甲第１７号証には，本件発明１の発明特定事

項の一部である「絵柄または文字が，液体調味料を多く注ぐに従って変

形するように，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成した」こ

とは記載されておらず，したがって，本件発明１は，本件出願前に頒布



- 14 - 

された刊行物である甲第８号証から甲第１７号証に記載された発明では

ない。」（１９頁１行～７行） 

イ 前記アのとおり，本件審決は，原告主張の本件発明１についての無効理

由２について，「イ 結論」として，「甲第９号証，甲第１０号証，甲第

１１号証，甲第１３号証～甲第１５号証，甲第１７号証」には，本件発明

１の発明特定事項の一部である「絵柄または文字が，液体調味料を多く注

ぐに従って変形するように，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形

成した」ことは記載されておらず，「本件発明１は，甲第８号証から甲第

１７号証」に記載された発明ではない。」と判断し，無効理由２は理由が

ないと判断したものである。 

 しかるところ，前記アによれば，本件審決は，本件発明１についての無

効理由２が理由がないとの結論を導くに当たり，「甲第８号証，甲第１２

号証，甲第１６号証については本件出願前に頒布された刊行物ではない。」

ので，「「甲第９号証，甲第１０号証，甲第１１号証，甲第１３号証～甲

第１５号証，１７号証」について，本件発明１と対比検討する。」とし，

「ア 対比・判断」の項において，「「本件発明１の発明特定事項の一部

である「絵柄または文字が，液体調味料を多く注ぐに従って変形するよう

に，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成した」ことが，前記甲

各号証に記載されているかどうか検討する。」とした上で，「甲第９号証，

甲第１０号証，甲第１１号証，甲第１３号証，甲第１５号証，甲第１７号

証」については，本件発明１との対比検討を具体的に行っているが，一方

で，「甲第１４号証」については，本件発明１との対比検討を何ら行って

いないことが認められる。 

 そうすると，本件審決は，本件発明１についての無効理由２のうち，本

件発明１は甲１４に記載された発明と同一の発明であるとの部分について

は，甲１４に記載された事項と本件発明１との対比検討を何ら行うことな
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く，本件発明１の発明特定事項の一部である「絵柄または文字が，液体調

味料を多く注ぐに従って変形するように，皿の上面の凹凸部を立体的に形

状変更して形成した」ことは記載されておらず，本件発明１は，甲１４に

記載された発明ではない旨判断したものであるから，本件審決には，甲１

４を引用例とする無効理由２が理由がないとの結論を導き出すための理由

の一部が欠けており，理由不備の違法があるといわざるを得ない。 

  無効理由２の判断」の項

において，「Ｂ 本件発明２」について，「本件発明２は本件発明１の発

明特定事項をその構成の一部としたものであるから，上記と同様の理由に

より，本件発明２は，本件出願前に頒布された刊行物である甲第８号証か

ら甲第１７号証に記載された発明ではない。」（１９頁９行～１１行）と

判断したが，上記判断のうち，本件発明２は甲１４に記載された発明では

ないとの部分については，上記と同様の理由により，理由不備の違法があ

るといわざるを得ない。 

 そして，本件審決における上記理由不備の違法は，本件審決の結論に影

響を及ぼすことは明らかである。 

 したがって，原告主張の取消事由２は理由がある。 

 被告は，この点に関し，甲１４は，甲１３，１５，１７等と同様に「…皿

の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形成したとはいえない」と断定でき

るから，甲１４が本件発明１の発明特定事項の一部を備えていないとした本

件審決の判断自体に誤りはなく，原告主張の取消事由２は理由がない旨主張

する。 

 

事項と本件発明１との対比検討を何ら行うことなく，甲１４には本件発明１

の発明特定事項の一部が記載されておらず，本件発明１は，甲１４に記載さ

れた発明ではない旨判断したものであり，本件審決には，甲１４を引用例と
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する無効理由２が理由がないとの結論を導き出すための理由の一部が欠けて

おり，理由不備の違法がある。 

 そうすると，本件審決の判断を是認することができないから，被告の上記

主張は採用することができない。 

２ 結論 

 以上のとおり，原告主張の取消事由２は理由があるから，その余の取消事

由について判断するまでもなく，本件審決は取消しを免れない。 

 なお，念のために以下の点を付言する。 

 本件審決は，原告主張の無効理由１の判断において，「したがって，甲第

３号証を参考にすると，甲第１号証には，皿Ａとして次の発明（以下，引用

発明という）が記載されている。」（１２頁２３行～２４行）として，甲３

（稲垣揚平作成の「流動と停滞による絵柄の変化実験について」と題する書

面）の記載事項を参考にして引用発明を認定している。この引用発明の認定

は，甲３記載の実験において「皿Ａ」として記載された「皿」が甲１記載の

「皿Ａ」と同一の皿であることを前提とするものであるが，本件審決には，

甲３記載の「皿Ａ」と甲１記載の「皿Ａ」が同一の皿であることをどのよう

に認定したかについての説明がなく，また，仮に同一の皿であったとしても，

甲１には，「皿Ａ」について，「窯１－２５５ ５．７号 向付揃 染付つる

草（径１７ｃｍ・木箱入）」との記載と写真が掲載されているだけであるか

ら，甲１に接した当業者が甲３記載の実験及び実験結果（本件審決の１２頁

１５行～２０行）を想起して甲３に引用発明が記載されているものと理解す

ることは困難であるといわざるを得ない。したがって，本件審決における引

用発明の認定手法は適切ではない。 

 よって，原告の請求を認容することとし，主文のとおり判決する。 

 

知的財産高等裁判所第４部 
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